
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カーボン・オフセットに用いられる森林吸収クレジット 

    高知県 J-VER 制度 ISO14064 14065 準拠 

プロジェクトの種類 

森林経営プロジェクト 森林法の森林計画対象森林であることが条件 

・2007 年度以降に間伐を行った面積が対象 

・間伐率等は森林計画に適合していること。 

・対象地で主伐・土地転用を行うとクレジットは発行されない。 

・1990 年度以降に間伐・主伐・植栽を行った面積が対象 

・主伐を含む施業が森林計画に適合していること。 

・対象地で土地転用を行うとクレジットは発行されない。 

間間間伐伐伐促促促進進進型型型   

持持持続続続可可可能能能ななな森森森林林林経経経営営営促促促進進進型型型   

森林施業計画認定森林 = 申請単位 

協働の森 森林認証制度 対象森林 
森の工場 

市町村有林 

管理代行森林 

雇用創出森林 

木質バイオマス森林 

公社営林 

プロジェクトの条件(森林経営プロジェクトの場合) 

持続可能な森林経営促進型については受付準備が整い次第募集を開始します。 

 

※注意事項※ 

１ 森林施業計画を遵守するとともに、変更があった場合は、森林施業計画制度の規定に添って手続

を行い、すみやかに高知県オフセット・クレジット認証センターへ写しを添付すること。あわせて、

プロジェクト計画書の変更手続きを行うこと。 
２ CO2 吸収量の永続性を担保するため、クレジット発行対象期間終了後 10 年間（H35.3）まで対象

森林における許認可、届出の写しを毎年度６月末までに申請書を提出した機関に提出するとともに、 
不適切な主伐や土地転用がないことを書面で報告すること。 

 

プロジェクトの方法論に記載された適格性要件を満たしていること。 
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高知県林業振興・環境部 環境共生課 

※申請時点で既に間伐施業が完了した箇所のみをプロジェクト実施地とすることはできません。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

申請からクレジット発行の流れ 

クレジット購入者 
(企業、団体など) 

 

高知県ｵﾌｾｯﾄ･ｸﾚｼﾞｯﾄ 
認証センター 

 
 
 
 
 

第三者検証機関 

 
プロジェクト 
代表事業者 
(申請者)※ 

 

 

気候変動対策認証センター 

① 申請 

高知県 J-VER 発行 

③ 登録 

④ 施業実施 
 
 
 
 
 
 

⑤ ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

⑥ ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ報告書 

⑦ 検証 

⑧ 検証報告書 

⑨ J-VER 認証報告 

⑩  
県 J-VER 
発  行 

⑪売買 

AAA   

口座 AAA 高知県 J-VER 

口座 BBB 高知県 J-VER 

高知県
J-VER 
登録簿 

BBB   
 ⑪売買 

経 費 
① 申請料 ・・・・ 無料 
② バリデーション経費 ・・・・ 無料 
③ 登録料 ・・・・ 無料 
 
※高知県 J-VER 制度では制度普及推進のため申請
料及び登録料を無料としています。 
 
 
 

※番号は「申請からクレジット発行の流れ」の番号と対比され
ています。 

１ 発行されるクレジット 

間伐促進型プロジェクトの場合、間伐施業を実施した年度からクレジットが発行されます。 

一度施業を行った箇所については、プロジェクト期間内である平成 24 年度まで、毎年度クレジットが発行され

ます。 

備 考 

２ クレジットの売却 

発行された高知県 J-VER は、国内で販売、流通することができます。 

クレジット計算例 

ヒノキ 41 年生（平成 22 年時）15ha の森林を平成 22 年度から 5ha ずつ 3 年間で間伐した場合（地位級４等地） 
1.0ha あたりの年間吸収量：6.0 ㎥×(1.24×(1+0.26))×0.407×(44/12)×0.5×1.0ha＝6.99t-CO2/ha 
 
H22 発行 J-VER･･･6.99t-CO2×5ha=34.95 t-CO2  
H23 発行 J-VER･･･34.95 t-CO2(H22 施業分)＋34.95 t-CO2(H23 施業分)＝69.90 t-CO2 
H24 発行 J-VER･･･69.90 t-CO2(H22、H23 施業分)＋34.95 t-CO2(H24 施業分)＝104.85 t-CO2 
 

クレジット発行量の合計 209.70t-CO2 

 

お問い合わせ 
高知県林業振興・環境部環境共生課  
〒780-8570 高知市丸ノ内 1-7-52 

tel.088-821-4554  fax.088-821-4530 
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030701/ 

⑤ モニタリング経費（申請者が自ら行う場合は不要） 
⑦ 第三者検証機関検証手数料(50～100 万円程度) 
（検証経費助成の対象となる場合があります。） 
⑩ 認証発行手数料 ・・・・ 無料 
 
 

高知県 J-VER 登録・管理 

申請書の審査登録・認証 

プロジェクトの申請については 
高知県オフセット・クレジット認証センタ－事務局 
〒780-0046 高知市伊勢崎町８番２４号 高知県山林協会内 

tel.088-822-5331  fax 088-875-7191  
申請書様式、申請方法 http://www.kochi-sanrin.jp/j-ver/jimukyoku.htm 

② ﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ 
（妥当性確認） 

※プロジェクト申請には、法人格を有しているか地方公共団体であるこ
とが条件となります。 


